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3 登録の拒否要件

貸金業法第24条の27第１項各号に該当する方は、主任者として登録を受けることはできません。

「貸金業法第24条の27第1項」
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のう
ちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
　　1	 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める

者(※)
　　2	 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　3	 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項（第1号に係る部分に限る。）
	 の規定により第3条第1項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する

法律第38条第1項（第2 号から第4号までを除く。）の規定により同法第12条の登録（貸金業貸付媒介業
務の種別に係るものに限る。）を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者（当該登録を取り
消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内
にその法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、
いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者として内閣府令で定めるものを含む。）であった者で当該取消しの日から5年を経過しない
もの）

　　4	 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しない者

　　5	 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関す
る法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除
く。）若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契
約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しく
は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

　　6	 暴力団員等(※)
　　7	 第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から

5年を経過しない者
　　8	 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣

府令で定める者(※)

※1号の「内閣府令で定める者」とは、「精神の機能の障害のため、貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと	
ができない者」を指します。（貸金業法施行規則第26条の5２の2より）
※６号の「暴力団員等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という）又は暴力団員でなくなった日
から5年を経過しないものを指します。（貸金業法第6条第1項6号より）
※8号の「不正な行為等をするおそれがあると認められる者」は、貸金業法施行規則第5条の3に規定されています。

【参考】主任者に関して貸金業者が行うこと
①登録を完了した主任者の所定数の設置と管轄の財務局長又は都道府県知事への届出
②主任者が適切に指導、助言を行うことができるよう必要な配慮（役職員が指導又は助言を受けた場合、役職員をして、主任者
が行う助言を尊重させ、指導に従わせる）
③資金需要者等から請求があった場合の主任者氏名の明示
④予見しがたい事由により法令で定める主任者数を下回った場合、２週間以内に規定に適合させるための必要な措置及び届出
⑤営業所又は事務所ごとの従業者名簿の備付けと10年間の保存（主任者であるか否かの別）
⑥貸付条件等の掲示（主任者氏名を含む）
☞営業所又は事務所について、法令で定める数の主任者を配置しなかった場合は、監督上の処分として、貸金業登録の取消し
又は業務停止命令をうけることになりますので、主任者の設置状況とその有効期限の管理をする必要があります。




